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当期の経営成績の概況

事業分類 事業内容
Manuals お客さま企業の商材・市場・会社を深く理解し、利活用の目的（例えばリアルからデジタル

コンテンツへの転用など）に合わせて情報を体系化するサービスを提供。
Knowledge 情報を必要とする人のシーンに応じて、最適な尖端技術を活用し、ユーザーエクスペリエン

ス（顧客体験価値）の最大化を図るサービスを提供。
その他 情報活用の基盤となるソフトウエアのライセンス販売など。
（ご参考）
国内市場向け 国内市場向けの商材・サービス。
海外市場向け 海外市場向けの商材・サービス。

事業の概要
[Manuals＆Knowledge事業]
　情報を必要とする人へ「必要な時に、必要とする情報を、最適な方法で」届け、ユーザーエクスペリエンス
（顧客体験価値）の最大化を図るために、お客さま企業の商材・市場・会社を深く理解し、お客さまのニーズ
に合わせて情報を体系化することで、社会全体の情報価値向上サイクルの実現をめざしております。

当社グループは、事業分類として以下の３つに分類しております。
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会計監査人の状況

会計監査人の状況
1.　会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

2.　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(1) 会計監査人としての報酬等の額　34百万円
(2) 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額　34百万円
(注) 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法

上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記(1)の金
額はこれらの合計額を記載しております。

3.　会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

　当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、及び報酬見積りの算出根拠などが
適切であるかについて確認を行った結果、同意の判断をしております。

4.　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき、会計監査人としてふさわしくない
非行があったとき、心身の故障のため職務に支障があり、又はこれに堪えないとき等、その会計監査人の職務の
執行に支障があると判断した場合には、その会計監査人を解任、又は不再任とするものとします。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
［ご参考］コーポレート・ガバナンス体制図

株主総会
選任・解任

会計監査
業務監査

付議・報告

報告 指示

報告 指示

監査 改善報告
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会計監査

連携

取締役会 監査役会

顧問弁護士

会計監査人

代表取締役社長

執行役員 経営企画会議

各部門・関係会社

内部監査室

選任・解任

指名・報酬委員会

報告・意見具申

1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保す
るための体制

　当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の「内部統制システム整備の基本方針」を取締役会におい
て決議しております。
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役は、「シイエム・シイグループ企業行動憲章」、「取締役会規則」等の行動規範に基づき職務を　
執行し、取締役会を通じて代表取締役の業務執行の監視、監督を行う。また、法令遵守体制にかかる規　
程を整備し、コンプライアンス体制の整備を行う。また、弁護士等の外部専門家から、必要に応じてア　
ドバイスを受ける体制を整え、業務運営の適法性の確保に努める。

② 監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等により、取締役会の意思決定　
と代表取締役の業務執行の状況について監査を行う。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、「文書管理規程」に基づき、適切に保存及び
管理を行う。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 代表取締役社長をリスクに関する統括責任者とする。
② 部門ごとに対応すべきリスクについては、各部門が予防・対策に努めることとするほか、情報セキュリ

ティ及び個人情報保護に関しては、「ISP関連規程」に基づいて対応する。
③ 内部監査部門である内部監査室は、各部門の日常的なリスク管理状況の監査を実施するとともに、統括
責任者に報告する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執
行状況を監督する。

② 中期経営計画を策定し、目標達成のための活動を行い、その進捗状況を管理する。
③ 取締役の職務の役割分担、責任権限を明確にするとともに、執行役員へ権限を委譲し、職務執行を効率
的かつ迅速に行う。

④ 重要な経営課題について、取締役・執行役員他で構成される経営企画会議で十分な検討を行い、経営上
の意思決定を迅速に行う。

(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 「シイエム・シイグループ企業行動憲章」、社内規程の周知徹底と職務に関連した法令の遵守を徹底す
るために、定期的に教育を行う。

② 「内部通報制度」を整備し、通報者保護の徹底、社外窓口の設置など、不正な行為を通報できる体制を
整える。

③ 内部監査部門である内部監査室は、使用人の職務執行の状況について、定期的に内部監査を行う。
(6) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 「関係会社管理規程」に基づき、子会社の重要事項の決定には、子会社と十分に協議した上で当社取締
役会の承認を行うことにより子会社の経営管理を行う。

② シイエム・シイグループにおける企業倫理の徹底、コンプライアンス経営を推進するため、「内部通報
制度」を活用する。

③ 監査役と内部監査部門である内部監査室が緊密に連携して、当社や子会社などの業務監査を実施する。
④ 毎月開催される経営企画会議に連結子会社代表取締役は出席し、業績報告他業務報告を行う。また、連

結子会社以外の関係会社についても、経営企画会議の場において、業績報告他業務報告を行う。
(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
　監査役は、内部監査部門である内部監査室等に所属する使用人から監査役職務を補助すべき使用人を指
名できるものとする。当該使用人は、監査役の指示に従い誠実にその指示を履行する。

(8) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
　前号の使用人の独立性を確保するため、配置する使用人の人事異動及び考課等については、事前に監査
役会の同意を得る。

(9) 取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 監査役は、取締役会、経営企画会議その他重要な会議に出席するほか、業務執行に関する重要な書類を
適時閲覧し、必要に応じて、取締役及び使用人等に対して、職務執行についての報告を求めることがで
きる。また、取締役は、会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実及び法令・定款に違反する重大な事
実等が発生した場合は、速やかに監査役に報告する。

② 監査役は、会計監査人より、取締役及び使用人等の業務の適法性・妥当性について報告を受ける。ま
た、内部監査部門である内部監査室より、監査結果について報告を受ける。

③ 監査役は、取締役が整備する「内部通報制度」による通報状況について報告を受ける。
④ 監査役に報告をした取締役や使用人等に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行
うことを禁じる。

－ 4 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、代表取締役、会計監査人及び内部監査部門である内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換を
行うとともに、必要に応じて、独自に弁護士等の外部専門家の支援を受けることができる。

② 監査役が、その職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは当該費用または債務を適
切に処理する。

(11) 財務報告の信頼性を確保するための体制
① 財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に適切かつ有効に対応するた
め、基本計画を定めた上、管理本部長をプロジェクトリーダーとする内部統制報告制度対応プロジェク
トにより全社的な体制で整備を行う。

② 内部統制事務局は、内部統制報告制度対応プロジェクトに基づき、子会社を含め、シイエム・シイグル
ープの財務報告に係る内部統制の状況について統括・管理する。

③ 内部監査部門である内部監査室は、子会社を含め、シイエム・シイグループの財務報告に係る内部統制
の仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、是正すべき事項があればこれを内部統制事務局に対
し勧告する。

(12) 反社会的勢力排除に向けた体制
　当社及び当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅
然とした態度で臨み、これらの活動を助長しないこととしている。また、反社会的勢力及び団体から不当
な要求があった場合には、必要に応じて外部機関（警察、弁護士等）と連携して組織的に取り組み、毅然
とした対応をとる。
　また、自治体（都道府県等）が制定する暴力団排除条例の遵守に努め、暴力団等反社会的勢力の活動を
助長し、または暴力団等反社会的勢力の運営に資することとなる利益の供与は行わない。

2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況
　当社は上記の方針に基づき、第64期事業年度において、以下の内容にて適切な運用を行っております。
(1) 重要な会議の開催状況
　取締役会は18回開催され、社外取締役、社外監査役も含めて、取締役会決議付議基準に基づき、付議さ
れた議案について検討、意思決定を行っております。また、経営企画会議は毎月開催され、取締役、監査役
に加えて、執行役員並びに連結子会社代表取締役も出席し、各部門及びグループ企業の業務や業績の進捗状
況の確認、分析を行っているほか、重要事項について共有しております。

(2) 指名・報酬委員会について
　取締役の指名・報酬などに係る取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮
問機関として、任意の委員会として、独立社外役員を主要な構成員とする指名・報酬委員会を設置し、取締
役会の諮問に応じて助言・提言を行っております。
　なお、同委員会の構成は独立社外役員５名と代表取締役の計６名としております。

(3) 監査役の職務遂行について
　監査役は、監査役会において定めた監査方針や監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会、経営企
画会議等の主要な会議に出席し、業務執行が適切になされているかを確認しております。

(4) 内部監査の実施について
　内部監査室は、期初に定めた内部監査計画に基づき、業務活動が法令・定款及び諸規程に準拠し、合理的
に運営されているか否かについての業務監査を全部門に実施しております。

－ 5 －
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主要な事業所

名称 所在地
本社 名古屋市中区
多治見事業所 岐阜県多治見市
中川事業所 名古屋市中川区
東京事業所 東京都中央区
関西事業所 大阪市西区
CMC GROUP NAGOYA BASE 名古屋市中区

名称 所在地
株式会社CMC Solutions 名古屋市中区
株式会社CMCエクスマニコム 東京都中央区
株式会社メイン 東京都港区
株式会社CMCエクスメディカ 東京都港区
府中自動車株式会社 東京都府中市
CMC Group Europe B.V. オランダ
広州国超森茂森信息科技有限公司 中国
CMC GROUP ASIA CO., LTD. タイ

主要な事業所（2025年９月30日現在）
① 当社

② 連結子会社
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会社の新株予約権等に関する事項

会社の新株予約権に関する事項
　該当事項はありません。
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書（2024年10月１日から2025年９月30日まで） (単位：千円)

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 657,610 674,101 19,923,149 △1,259,085 19,995,775
当期変動額
剰余金の配当 △897,335 △897,335
親会社株主に帰属する
当期純利益 2,149,675 2,149,675

自己株式の取得 △538,057 △538,057
自己株式の処分 5,205 17,505 22,710
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － 5,205 1,252,339 △520,552 736,992
当期末残高 657,610 679,306 21,175,489 △1,779,637 20,732,768

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計そ の 他 有 価

証券評価差額金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利 益 累 計 額 合 計

当期首残高 335,640 348,984 △50,892 633,732 298,894 20,928,402
当期変動額
剰余金の配当 △897,335
親会社株主に帰属する
当期純利益 2,149,675

自己株式の取得 △538,057
自己株式の処分 22,710
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 198,269 △41,411 63,419 220,277 33,805 254,083

当期変動額合計 198,269 △41,411 63,419 220,277 33,805 991,075
当期末残高 533,909 307,573 12,527 854,010 332,699 21,919,478
(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結注記表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
1．　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 9社
連結子会社の名称
株式会社CMC Solutions
株式会社ＣＭＣエクスマニコム
CMC Group Europe B.V.
広州国超森茂森信息科技有限公司
CMC GROUP ASIA CO., LTD.
Maruboshi (Thailand) Co., Ltd.
株式会社メイン
株式会社ＣＭＣエクスメディカ
府中自動車株式会社

Maruboshi(Thailand) Co., Ltd.は2023年６月30日開催の臨時株主総会において、解散及び清算を決
議しており、現在清算手続き中であります。

(2) 非連結子会社の名称
CMC PRODUCTIONS USA, INC.
CMC Group Poland Sp.zo.o.
CMC Group Taiwan Co., Ltd,
北京国超森茂森網絡科技有限公司

Maruboshi Central & Eastern Europe Sp. zo.o.は、2025年２月７日付で、CMC Group Poland 
Sp.zo.o.へ社名変更しております。
台灣丸星資訊科技股分有限公司は、2025年１月27日付で、CMC Group Taiwan Co., Ltd,へ社名
変更しております。

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）
及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためで
あります。
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2．　持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社数

該当事項はありません。

(2) 持分法を適用した関連会社数：１社
持分法適用の関連会社の名称
株式会社フィット

(3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称
CMC PRODUCTIONS USA, INC.
CMC Group Poland Sp.zo.o.
CMC Group Taiwan Co., Ltd,
北京国超森茂森網絡科技有限公司
持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、いずれも当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等が
連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外
しております。

3．　会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券
a 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）
b その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

②　棚卸資産
ａ　商品・製品・原材料

総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
ｂ　仕掛品

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
ｃ　貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
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建物及び構築物 ３年～50年
機械装置及び運搬具 ２年～15年
工具、器具及び備品 ２年～20年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。主な
耐用年数は次のとおりであります。

②　無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。なお、ソフトウエア（自社利用）については、社内における見込利用可能期
間（５年）に基づいており、無形資産については、効果の及ぶ期間(18年)に基づいております。

③　リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減
価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数として、
残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、在外連結子会社については、国際財務報告基準
16号「リース」（以下「IFRS第16号」）を適用しております。IFRS第16号により、リースの借手に
ついては、原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上しており、資産計上され
た使用権資産の減価償却方法は定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金

売掛金・貸付金等債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討して計上しております。

②　賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度の負担額を計上しており
ます。

③　役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度の負担額を計上しておりま
す。

④　役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき、当連結会計年度末要支給額を計上しておりま
す。
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(4) 収益及び費用の計上基準
①　Manuals

　マニュアル等制作では、顧客の製品・サービスに対する取扱説明書の企画・編集・制作・翻訳を行
い、制作したデータを顧客に納品する取引を行っております。納品した製品に対し顧客による検収が
完了した時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判
断し、当該時点で収益を認識しております。

②　Knowledge
ａ　サービスの提供

　サービスの提供では、主に顧客の製品・サービスの検証・企画・調査（以下、「検証・企画・調
査」という）、イベントの企画・運営・工程管理（以下、「イベント関連」という）、顧客業務の運
営代行などの役務提供サービス等を行っております。検証・企画・調査においては、結果報告日、ま
たは報告書の顧客受領日に履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。イ
ベント関連においては、企画・運営・工程管理がイベント開催を実現するための重要な結合サービス
であることから単一の履行義務となり、イベント終了後に報告書を顧客に提出した時点で履行義務が
充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。また、一定の期間にわたり実施される研
修会の運営及び顧客業務の運営代行などの役務提供サービス等においては、反復継続的なサービス提
供であるため一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、毎月または四半期ごとに収益
を認識しております。

ｂ　プリンティング
　プリンティングでは、取扱説明書、修理書及びその他の印刷物の印刷・製本を行っております。納
品した製品に対し顧客による検収が完了した時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得するこ
とから、履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。

ｃ　システム開発
　システム開発では、顧客のシステム開発を支援するサービスを提供しており、具体的にはソフトウ
エア受託開発やソフトウエア開発要員の派遣などを行っております。ソフトウエア受託開発では、開
発を終えたソフトウエアを納品し、顧客による検収が完了した時点において顧客が当該製品に対する
支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。ソ
フトウエア開発要員の派遣などの役務提供サービスについては、一定の期間にわたり充足される履行
義務であると判断し、発生した労働時間を基準に進捗度を見積もり、一定の期間で収益を認識してお
ります。

ｄ　車両修理及び検査
　車両修理及び検査では、顧客が所有する車両の修理及び検査を行っております。修理及び検査の完
了後に顧客へ車両を引き渡した時点において履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識
しております。

－ 12 －



2025/11/14 18:43:24 / 25267468_株式会社シイエム・シイ_招集通知

連結注記表

ｅ　車両販売
　車両販売では、顧客へ新車及び中古車の販売を行っております。顧客に車両を引き渡した時点にお
いて履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。

③　その他
ａ　物販

　物販では、ソフトウエアパッケージの販売やハードウェア及び周辺機器の販売などを行っておりま
す。納品した製品を顧客が検収した時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、
履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。

　顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧
客から受け取る額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
　取引の対価は、財又はサービスを顧客に移転する時点から概ね１年以内に顧客から受領しており、重
要な金融要素が含まれているものはありません。また、取引価格は、顧客との契約において約束された
対価から、顧客に支払われる対価を控除した額で測定しております。
　１つの契約に複数の財又はサービスを提供する履行義務が含まれる取引に係る収益については、契約
に含まれる履行義務を識別し、契約の対価を配分する必要がある場合には、主に予想コストにマージン
を加算するアプローチにより見積もった独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行っております。

(5) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①　退職給付に係る負債の計上基準

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に
より費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）
による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

②　のれんの償却方法及び償却期間
３年間で均等償却しております。
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③　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は
期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持
分に含めております。

④　関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
譲渡制限付株式報酬制度

当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役及び執行役員に支給した報酬等については、
対象勤務期間にわたって費用処理しております。

(会計方針の変更に関する注記)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。法人税等の計上区
分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書
きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　
2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(２)ただし書きに定める経過的な
取扱いに従っております。
　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算
書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首か
ら適用しております。
　これによる連結計算書類への影響はありません。

（表示方法の変更に関する注記）
（連結損益計算書関係）

　前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「補助金収入」は、重要性が乏しく
なったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。
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1．　有形固定資産の減価償却累計額 2,972,364千円

建物及び構築物 13,057千円

受取手形裏書譲渡高 3,200千円

（重要な会計上の見積りに関する注記）
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計
年度以降に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。

　（繰延税金資産）
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

600,273千円
(2) 金額の算出方法、重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定、重要な会計上の見積りが当連結会計年度

の翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響その他の重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社グループは、連結計算書類に計上されている資産及び負債の金額と税務上の資産及び負債の金額
に相違が発生する場合、税効果会計を適用して将来減算一時差異に係る繰延税金資産を計上しておりま
す。繰延税金資産の回収可能性の判断にあたって使用する将来課税所得の見積りは事業計画に基づいて
合理的に算定しております。事業計画の策定にあたっては、売上高成長率を主要な仮定に含めておりま
す。
　課税所得は、将来の不確実な経済状況や経営環境の変化により影響を受ける可能性があり、実際に発
生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類におい
て、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）

2．　国庫補助金による圧縮記帳額

3．　裏書譲渡高
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普通株式 14,364,000株

決議 株式の種類 配当金
の総額

１株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2024年12月20日
定時株主総会 普通株式 583,812千円 44円 2024年

９月30日
2024年

12月23日
2025年5月13日
取締役会 普通株式 313,522千円 24円 2025年

3月31日
2025年
6月10日

株式の種類 配当金
の総額

配当金
の原資

１株当たり
配当額 基準日 効力発生日

普通株式 362,419千円 利益剰余金 28円 2025年
９月30日

2025年
12月22日

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
1．　当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

2．　配当に関する事項
(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2025年12月19日開催の定時株主総会に、次のとおり付議する予定であります。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、余剰資金を安全性の高い金融資産で運用しております。なお、余剰資金の運用を目的と
する投機的な有価証券投資、リスク性金融商品投資は行わないことを基本方針としております。また、資金
調達については主に銀行借入によっております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価
証券は、主に関係会社株式及び取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、財務状況によ
り価値が下落するリスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。長期借入金は運転資金に充てるこ
とを目的とした資金調達です。借入金は、流動性リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

　当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について主要な取引先の与信調査を定期的に行い、取
引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を
図っております。

②　市場リスクの管理
　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状態等を把握しております。

③　流動性リスクの管理
　当社グループでは、適時に資金管理を行い、手元流動性の維持に努めることで流動性リスクを管理して
おります。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することもあります。

(5) 信用リスクの集中
　当期の連結決算日現在における営業債権のうち、29.5％が大口顧客に対するものであります。
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連結注記表

連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券

その他有価証券 901,226 901,226 －
長期借入金
（1年内返済予定の長期借
入金を含む）

263,731 258,467 △5,263

区分 当連結会計年度（千円）
関係会社株式 98,386
非上場株式 159,579
合計 257,966

２．金融商品の時価等に関する事項
　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

当連結会計年度（2025年９月30日）

(*1)　「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額
に近似するものであることから、記載を省略しております。

(*2)　「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払
金」、「未払法人税等」及び「契約負債」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
似することから、記載を省略しております。

(*3)　連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記
載を省略しております。当該出資の連結貸借対照表計上額は118,268千円であります。

(*4)　市場価格のない株式等は、上表の「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸
借対照表計上額は以下のとおりであります。
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連結注記表

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 901,226 － － 901,226

資産計 901,226 － － 901,226

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の

算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に

係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度（2025年９月30日）
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連結注記表

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金
（1年内返済予定の
長期借入金を含む）

－ 258,467 － 258,467

負債計 － 258,467 － 258,467

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2025年９月30日）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その
時価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金
　長期借入金は、同様の新規借入を行った場合に想定される利率を基に、割引現在価値法により算定し
ており、レベル２の時価に分類しております。
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連結注記表

連結貸借対照表計上額 時価
1,740,690 1,574,000

当連結会計年度
（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

主な財またはサービス

Manuals 6,505,227

Knowledge 10,987,929

その他 687,263

顧客との契約から生じる収益 18,180,420

その他の収益 75,971

外部顧客への売上高 18,256,391

（賃貸等不動産に関する注記）
 １．賃貸等不動産の状況に関する事項
当社は、名古屋市において、居住用の賃貸マンション(土地を含む)を有しております。

2．賃貸等不動産の時価に関する事項
(単位：千円)

(注) １　連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２　不動産の期末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産価格調査報告書に基づく評価(時点修正を含

む)であります。

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社グループは、Manuals＆Knowledge事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分
解した情報は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類の作成のための基本とな
る重要な事項に関する注記等　3．　会計方針に関する事項　(4)　収益及び費用の計上基準」に記載のとおり
であります。
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当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 3,764,203

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 3,270,703

契約負債（期首残高） 121,284

契約負債（期末残高） 132,538

1．　１株当たり純資産額 1,667円76銭
2．　１株当たり当期純利益 164円12銭

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等
（単位：千円）

　契約資産は当連結会計年度において発生しておりません。
　契約負債は主に、製品やサービスに係る顧客からの前受金及び継続してサービスの提供を行う場合におけ
る未履行のサービスに対して支払いを受けた対価となります。
　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、117,879千
円であります。また、契約負債の増減は、主として前受金の受取り（契約負債の増加）と収益認識（同、減
少）により生じたものであります。
　過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から当連結会計年度に認識した収益の額に重要性は
ありません。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適
用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、
取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

（１株当たり情報に関する注記）
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（重要な後発事象に関する注記）
（自己株式の取得）
　当社は、2025年11月11日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第３項の規定により
読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しました。

１　自己株式の取得を行う理由
　株主還元の充実および資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂
行するためです。

２　取得に係る事項の内容
（１）取得対象株式の種類

　当社普通株式
（２）取得し得る株式の総数

　300,000株(上限)
　(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.32％)

（３）株式の取得価額の総額
　600,000千円(上限)

（４）取得期間
　2025年11月12日～2026年9月30日
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貸借対照表

貸借対照表（2025年９月30日現在） (単位：千円)

科目 金額
資産の部
流動資産 12,993,079
現金及び預金 10,329,810
受取手形 5,719
売掛金 1,651,238
電子記録債権 49,816
製品 96,379
仕掛品 477,097
原材料及び貯蔵品 8,595
その他 374,421

固定資産 10,563,799
有形固定資産 5,292,326
建物 2,418,017
構築物 15,819
機械及び装置 45,644
車両運搬具 13,728
工具、器具及び備品 168,774
土地 2,621,652
建設仮勘定 8,690
無形固定資産 264,754
ソフトウエア 213,882
その他 50,872
投資その他の資産 5,006,718
投資有価証券 513,100
関係会社株式 3,327,615
関係会社出資金 52,359
繰延税金資産 475,987
保険積立金 359,763
その他 277,891

資産合計 23,556,879
　

科目 金額
負債の部
流動負債 2,031,548
支払手形 54,126
買掛金 438,559
未払金 171,198
未払費用 94,854
未払法人税等 269,082
契約負債 30,916
賞与引当金 294,293
役員賞与引当金 49,600
その他 628,917

固定負債 1,013,804
退職給付引当金 852,158
その他 161,645

負債合計 3,045,352
純資産の部
株主資本 20,358,534
資本金 657,610
資本剰余金 693,715
資本準備金 571,270
その他資本剰余金 122,444
利益剰余金 20,786,847
利益準備金 68,723
その他利益剰余金 20,718,123
別途積立金 9,440,000
繰越利益剰余金 11,278,123

自己株式 △1,779,637
評価・換算差額等 152,992
その他有価証券評価差額金 152,992
純資産合計 20,511,527
負債・純資産合計 23,556,879
　

計算書類

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損益計算書（2024年10月１日から2025年９月30日まで） (単位：千円)

科目 金額

売上高 8,597,980

売上原価 5,034,556

売上総利益 3,563,423

販売費及び一般管理費 2,178,902

営業利益 1,384,520

営業外収益

受取利息及び配当金 1,527,512

為替差益 117,257

保険解約返戻金 41,021

その他 216,253 1,902,044

営業外費用

固定資産除却損 3,055

投資事業組合運用損 1,564

自己株式取得費用 3,638

その他 242 8,501

経常利益 3,278,063

特別利益

固定資産売却益 4,037 4,037

税引前当期純利益 3,282,100

法人税、住民税及び事業税 574,207

法人税等調整額 5,412 579,619

当期純利益 2,702,481
(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2024年10月１日から2025年９月30日まで） (単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

当期首残高 657,610 571,270 117,239 688,510 68,723 9,440,000 9,472,977 18,981,700
当期変動額
剰余金の配当 △897,335 △897,335
当期純利益 2,702,481 2,702,481
自己株式の取得
自己株式の処分 5,205 5,205
株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）
当期変動額合計 － － 5,205 5,205 － － 1,805,146 1,805,146
当期末残高 657,610 571,270 122,444 693,715 68,723 9,440,000 11,278,123 20,786,847

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本
合　　計

そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

評価・換算差額
等 合 計

当期首残高 △1,259,085 19,068,735 125,376 125,376 19,194,112
当期変動額
剰余金の配当 △897,335 △897,335
当期純利益 2,702,481 2,702,481
自己株式の取得 △538,057 △538,057 △538,057
自己株式の処分 17,505 22,710 22,710
株主資本以外の項目の当期変
動額（純額） 27,615 27,615 27,615

当期変動額合計 △520,552 1,289,799 27,615 27,615 1,317,415
当期末残高 △1,779,637 20,358,534 152,992 152,992 20,511,527
(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

個別注記表

建物 ３年～50年
機械及び装置 ４年～10年
工具、器具及び備品 ２年～20年

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1．　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）

(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

2．　棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 製品・原材料

総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
(2) 仕掛品

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
(3) 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）

3．　固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。主な耐
用年数は次のとおりであります。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。なお、ソフトウエア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間
（５年）に基づいております。
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個別注記表

4．　引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

売掛金・貸付金等債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討して計上しております。

(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。

(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末に
おいて発生していると認められる額を計上しております。
退職給付費用の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法によ
り費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による
定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

5．　収益及び費用の計上基準
(1)  Manuals

　マニュアル等制作では、顧客の製品・サービスに対する取扱説明書の企画・編集・制作・翻訳を行い、
制作したデータを顧客に納品する取引を行っております。納品した製品に対し顧客による検収が完了した
時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断し、当該時
点で収益を認識しております。

(2)  Knowledge
①　サービスの提供

　サービスの提供では、主に顧客の製品・サービスの検証・企画・調査（以下、「検証・企画・調査」
という）、イベントの企画・運営・工程管理（以下、「イベント関連」という）、顧客業務の運営代行
などの役務提供サービス等を行っております。検証・企画・調査においては、結果報告日、または報告
書の顧客受領日に履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。イベント関連
においては、企画・運営・工程管理がイベント開催を実現するための重要な結合サービスであることか
ら単一の履行義務となり、イベント終了後に報告書を顧客に提出した時点で履行義務が充足されると判
断し、当該時点で収益を認識しております。また、一定の期間にわたり実施される研修会の運営及び顧
客業務の運営代行などの役務提供サービス等においては、反復継続的なサービス提供であるため一定の
期間にわたり充足される履行義務であると判断し、毎月または四半期ごとに収益を認識しております。
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②　プリンティング
　プリンティングでは、取扱説明書、修理書及びその他の印刷物の印刷・製本を行っております。納品
した製品に対し顧客による検収が完了した時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得することか
ら、履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。

③　システム開発
　システム開発では、顧客のシステム開発を支援するサービスを提供しており、具体的にはソフトウエ
ア受託開発やソフトウエア開発要員の派遣などを行っております。ソフトウエア受託開発では、開発を
終えたソフトウエアを納品し、顧客による検収が完了した時点において顧客が当該製品に対する支配を
獲得することから、履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。ソフトウエ
ア開発要員の派遣などの役務提供サービスについては、一定の期間にわたり充足される履行義務である
と判断し、発生した労働時間を基準に進捗度を見積もり、一定の期間で収益を認識しております。

　顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取
る額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
　取引の対価は、財又はサービスを顧客に移転する時点から概ね１年以内に顧客から受領しており、重要な
金融要素が含まれているものはありません。また、取引価格は、顧客との契約において約束された対価か
ら、顧客に支払われる対価を控除した額で測定しております。
　１つの契約に複数の財又はサービスを提供する履行義務が含まれる取引に係る収益については、契約に含
まれる履行義務を識別し、契約の対価を配分する必要がある場合には、主に予想コストにマージンを加算す
るアプローチにより見積もった独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行っております。

6．　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計
算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
譲渡制限付株式報酬制度

当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役及び執行役員に支給した報酬等については、対
象勤務期間にわたって費用処理しております。
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(会計方針の変更に関する注記）
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分
に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
ります。これによる計算書類への影響はありません。

（表示方法の変更に関する注記）
（損益計算書関係）

　前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「投資事業組合運用損」（前事業
年度4,289千円）は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記しておりま
す。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度以降に係
る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。

（繰延税金資産）
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

475,987千円
(2) 金額の算出方法、重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定、重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事

業年度の計算書類に与える影響その他の重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、計算書類に計上されている資産及び負債の金額と税務上の資産及び負債の金額に相違が発生する

場合、税効果会計を適用して将来減算一時差異に係る繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回
収可能性の判断にあたって使用する将来課税所得の見積りは事業計画に基づいて合理的に算定しておりま
す。事業計画の策定にあたっては、売上高成長率を主要な仮定に含めております。

課税所得は、将来の不確実な経済状況や経営環境の変化により影響を受ける可能性があり、実際に発生し
た課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度以降の計算書類において、繰延税金資産の
金額に重要な影響を与える可能性があります。
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1．　有形固定資産の減価償却累計額 2,829,456千円

受取手形裏書譲渡高 3,200千円

(1) 短期金銭債権 18,790千円
(2)  長期金銭債権 200,000千円
(3) 短期金銭債務 174,328千円

営業取引
売上高 100,715千円
外注費 478,776千円
その他の営業費用 111,588千円

営業外取引
資産の購入 41,725千円
営業外収益 1,463,830千円

普通株式 1,420,462株

（貸借対照表に関する注記）

2．　裏書譲渡高

3．　関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高は次のとおりであります。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産の主な発生原因は、賞与引当金、退職給付引当金等であります。
繰延税金負債の主な発生原因は、その他有価証券評価差額金であります。

－ 31 －



2025/11/14 18:43:24 / 25267468_株式会社シイエム・シイ_招集通知

個別注記表

1．　１株当たり純資産額 1,584円69銭
2．　１株当たり当期純利益 206円33銭

（収益認識に関する注記）
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）

　収益を理解するための基礎となる情報は、「計算書類　個別注記表　（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）　5．　収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
（自己株式の取得）

　当社は、2025年11月11日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第３項の規定により
読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しました。
　詳細は、「連結注記表（重要な後発事象に関する注記）」をご参照ください。
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独立監査人の監査報告書
2025年11月11日

取締役会　御中
有限責任監査法人トーマツ
名古屋事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 増 見 彰 則
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 牧 野 秀 俊

株式会社シイエム・シイ

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社シイエム・シイの2024年10月１日から2025年９月
30日までの第64期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにそ
の附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書
類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監
査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計
算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ
とが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害
要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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